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第８回 

 

 

 

 

島原市農業委員会総会議事録 

 

注：発言の内容については、その要旨を記載しております。 
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令和３年１月２７日 

 

 



2 

 

１． 開会日時   令和３年１月２７日（水） １６時００分 

 

２． 閉会時間   令和３年１月２７日（水） １６時２８分 

 

３． 開催場所   島原市役所有明庁舎 ３階大会議室 

 

４． 出席委員者の数 １７名   

 

５． 欠席委員者の数  ２名 

 

６． 農地利用最適化推進委員出席者の数  １７名 

 

７． 報告事項   

報告第１号   農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について 

報告第２号   使用貸借解約通知書について 

  

８． 議案 

第１号議案   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第２号議案   農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請について 

第３号議案   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第４号議案     農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 

第５号議案     中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について 
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午後４時００分開始 

 

議長 

只今より、第８回島原市農業委員会の総会を開催します。 

本日、・番 ・・ ・・ 委員、・番 ・・ ・・ 委員は所要の為、欠席との連絡があっており 

ます。 

本日の出席者数は、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、定足数に達しており

ますので総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名につきましては、島原市農業委員会会議規則第１５条第２項の規定により、

議長が指名することになっており、・番 ・・ ・・ 委員、・番 ・・ ・・ 委員を指名します。 

 

議長 

初めに、報告事項です。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について報告します。 

議案集１ページから２ページに記載のとおり、１１件 １６筆 １８，７６６平方メートルの届け

がありました。 

次に、報告第２号、使用貸借解約通知書について報告します。 

議案集３ページに記載のとおりで、７件 １０筆 １６，９７５平方メートルの届けがありました。 

以上で報告を終わります。 

 

議長 

  ただいまの報告に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

  ご意見、ご質問等がないようですので、議案に入ります。 

第１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の１番を上程します。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局 

第１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の１番について説明します。 

申請人は、議案集４ページ１番に記載のとおりで、申請地 ２８７平方メートルに木造２階建貸家

を建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域であることから、第３種農地と判断しており
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ます。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

・・ ・・ 委員 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の１番について報告します。 

申請地は・・・・の一角にあり、北側は農地、東側は宅地、南側は道路、西側は申請者の農地となって

おります。 

造成し、擁壁を設け、雨水は道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流

となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請１番について、

ご意見等はありませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第１号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の１番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請１番と関連があります

ので、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請１番を一括して上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請１番及び第３号議案 

農地法第５条第１項の規定による許可申請１番について説明します。 
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第２号議案 計画変更承認申請については、議案集５ページ１番に記載のとおりで、平成・・年 

・月・・日付け長崎県指令・・島振農第・・・・号で、社宅用地として許可を受けていましたが、

計画が中止となったため、転用者及び転用計画を変更したいとの申請です。 

   これに伴い、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請１番となります。 

譲受人及び譲渡人は、議案集６ページ１番に記載のとおりで、申請地３１４平方メートルを譲り受

け、木造２階建住宅を建築したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地区域外で、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の

区域内にある農地（農地法施行令第１２条１号）で、第１種農地と判断され、本来であれば農地転用

は不許可になりますが、農地転用の不許可の例外（農地法施行令第１１条第１項第２号イ・農地法施

行規則第３３条４号「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は

業務上必要な施設で集落に接続されるもの」）に該当するため、許可が可能と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

・・ ・・ 委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請の１番、及び第３号議

案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番について報告します。 

申請地は・・・・・・ の一角にあり、北側は道路、東側は宅地、南側は里道を挟んで農地、西側

は農地となっております。 

現状のまま利用し、ブロックを設け、雨水は道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由

して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認

申請１番及び第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請１番について、ご意見等はあり

ませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、まず、第２号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょう

か。 
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（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更

承認申請の１番は許可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案の１番について、許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番について 

説明します。 

使用借人及び使用貸人は、議案集６ページ２番に記載のとおりで、申請地 ３７０平方メートルを

借り受け、木造平屋建住宅を建築したいとの申請です。 

申請地は、農振地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と判断

しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

・・ ・・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番について報告します。 

申請地は・・・・の一角にあり、北側は道路、東側は使用貸人の農地、南側は農地、西側は宅地と

なっております。 

盛土造成し、石積みを設けて、雨水は溜枡を経由して道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化

槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。 
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議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条第１項の規定に 

よる許可申請２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の２番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番について 

説明します。 

譲受人及び譲渡人は、議案集６ページ３番に記載のとおりで、申請地６６７平方メートルを譲り受

け、資材置場として利用したいとの申請です。 

申請地は、農振地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と判断

しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

・・ ・・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番について報告します。 

申請地は・・・・・・・・の一角にあり、北側は道路、東側は宅地、南側 及び 西側は農地となって

おります。 

現状のまま利用し、雨水は自然流下となっており、問題なしと見て参りました。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。 
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議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請３番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の３番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番について説明します。 

譲受人及び譲渡人は、議案集６ページ４番に記載のとおりで、申請地５０平方メートルを譲り受け、

隣接する宅地と一体に資材置場として利用したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。  

・ ・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番について報告します。 

申請地は中安徳町の一角にあり、北側は宅地、東側及び南側は道路、西側は宅地となっております。 

現状のまま利用し、雨水は自然流下となっており、問題なしと見て参りました。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請４番について、
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ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の４番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番について 

説明します。 

 本件については、先月の総会で違反転用事案としてご審議いただき、追認許可申請を行わせること

とし、県に報告書を提出することに決定されました。 

 その後、県から追認許可相当と判断する旨の通知をいただきましたので、今回、追認許可申請を行

おうとするものです。 

譲受人及び譲渡人は、議案集６ページ５番に記載のとおりで、申請地４２２平方メートルを譲り受

け、木造平屋建住宅を建築したいとの申請です。 

申請地は、農振地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と判断

しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

・ ・ 委員 

 

現地調査員 

第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番について報告します。 

申請地は ・・・・ の一角にあり、北側は譲渡人の宅地、東側は譲渡人の山林、南側は山林、西側

は農地となっております。 
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現地は住宅用地として利用されており、雨水は水路へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由し

て水路へ放流となっており、問題なしと見て参りました。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請５番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の５番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について、上程します。 

本件については、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、除斥の必要がありますので、 

・番 ・・ ・・ 委員の退場を求めます。 

 

（・・・・委員 退場） 

 

議長 

事務局の説明を求めます。 

 

 

事務局 

第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について、説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画（案）の承認を得よ

うとするものであります。 

利用権設定については、議案集７ページから２４ページに記載のとおりで 

耕作権の新規設定   ７０件    ２１１筆  ２５５，３１８．８６ ㎡ 

  耕作権の再設定     ４件    １１筆      ８，７８６．００ ㎡ 

合  計    ７４件   ２２２筆  ２６４，１０４．８６ ㎡ です。 

次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、議案集２５ページに記載のとおりで、
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１件 １筆 １，１０３ ㎡です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第４号議案 農用地利用集積計画（案）を承認することに決定してよ

ろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案、農業経営基盤強化促進法に 

よる農用地利用集積計画（案）は承認することに決定します。 

・番 ・・・・ 委員の入場を求めます。 

 

（・・・・委員 入場） 

 

議長 

第４号議案は承認することに決定いたしましたので、報告します。 

次に、第５号議案、中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について上程します。 

本件については、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、除斥の必要がありますので、  

・番 ・・・・ 委員の退場を求めます。 

 

（・・・・委員 退場） 

 

議長 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第５号議案、中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）について説明いたします。 

議案集の２６ページから３６ページをご覧ください。 

この議案は、農地中間管理事業の実施に関する規程に基づき、２０３筆２５０，０６５．８６  

平方メートルの農地について、島原市より「農用地利用配分計画（案）」の意見聴取の依頼がありま 

した。 
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別添② 添付資料の１ページから５ページを併せてご覧ください。 

中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）の受け手の詳細について、記載をしております。 

農地の受け手の方ごとに、それぞれ「取得後の耕作面積」、「農機具の詳細」、「農作業従事日数」、 

「農業従事者数」、「作物の種類」など、５１名の方全員、すべての許可要件を満たしております。 

  なお、自己の農地を機構に一旦貸して、自分で借り受ける案件が多く見受けられますが、これは地

域の農地をまとめて機構に貸し付けると交付される地域集積協力金を受けることを目的に、今回、三

会原土地改良区内の農地を機構を通して貸借するためです。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第５号議案 中間管理機構を介した農用地利用配分計画（案）につい

て、問題なしということで市に回答してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第５号議案は「問題なし」ということで市に回答することに決定しま

す。 

・番 ・・・・ 委員の入場を求めます。 

 

（・・・・委員 入場） 

 

議長 

第５号議案は承認することに決定いたしましたので、報告します。 

 

議長 

以上で、第８回島原市農業委員会に付議されました案件はすべて議了しました。  

これで、第８回島原市農業委員会総会を閉会します。 

 

  午後４時２８分 


